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【免責条項】 

本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用く

ださい。 ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポ

ートで提供した 内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとし

ても、ジェトロおよび 執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 

 禁無断転載  

 

また、仮訳はジェトロが作成したもので、必ずしも EU の正式な見解を反映するもの

ではありません。仮訳に含まれる情報について、欧州委員会はいかなる責任も負いま

せん。  

 

This text is a Japanese translation of the European Commission's publication. The translation is 

produced by JETRO and the content of this translation may not reflect the official opinion of the 

European Union. The Commission is not responsible or liable whatsoever with regard to the 

information therein.  

 

EU-Japan EPA Guidance, Claim, Verification and Denial of Preference  

https://ec.europa.eu, © European Union, 2019  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_japan_epa_guidance_claim_verification_denial_en.pdf
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経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定（日 EU・EPA）ガイダン

ス 

要求、確認および特恵の否認 

 

１．法的根拠 

第一・二条 

一般的定義 

(f)「税関当局」とは、 

(i) 欧州連合については、欧州委員会の税関に係る事項に責任を負う機関並びに欧州連合構

成国において関税法令を適用し、及び執行する権限を有する税関当局その他の当局をいう。 

(ii) 日本国については、財務省をいう。 

 

第三章：原産地規則および原産地手続 

第三・一条定義 

この章の規定の適用上、 

(c)「輸出者」とは、締約国に所在する者であって、当該締約国の法令に定める要件に従い、

原産品を輸出し、又は生産するもの（原産地に関する申告を作成する者に限る。）をいう。 

(d)「輸入者」とは、原産品を輸入する者であって、当該原産品について関税上の特恵待遇を

要求するものをいう。 

 

第三・十六条 

関税上の特恵待遇の要求 

１ 輸入締約国は、輸入に際し、輸入者による他方の締約国の原産品についての関税上の特

恵待遇の要求に基づき、当該原産品について関税上の特恵待遇を与える。輸入者は、関税上

の特恵待遇の要求の正確性及びこの章に定める要件の遵守について責任を負う。 

２ 関税上の特恵待遇の要求は、次のいずれかに基づくものとする。 

(a) 産品が原産品であることについての輸出者によって作成された原産地に関する申告 

(b) 産品が原産品であることについての輸入者の知識 

３ 関税上の特恵待遇の要求及び２(a)又は(b)に定めるその根拠は、輸入締約国の法令に従

って、税関への輸入申告に含まれるものとする。輸入締約国の税関当局は、輸入者に対

し、産品がこの章に定める要件を満たすことの説明を当該輸入者が提供することができ

る範囲において、税関への輸入申告の一部として、又は当該輸入申告に添付して、当該

説明を行うよう要求することができる。 

４ (…) 

５ (…) 

 

日付：2019 年 12 月 16 日 
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第三・二十一条 

原産品であるかどうかについての確認 

１ 輸入締約国の税関当局は、自国に輸入された産品が他方の締約国の原産品であるかど

うか又はこの章に定める他の要件を満たすかどうかを確認するため、第三・十六条に規

定する関税上の特恵待遇の要求を行った輸入者に対して情報の提供を要求することによ

り、危険性を評価する方法（無作為抽出を含む。）に基づく確認を行うことができる。輸

入締約国の税関当局は、税関への輸入申告の時、産品の引取りの前又は産品の引取りの

後に確認を行うことができる。 

２ １の規定に従って要求される情報には、次に掲げる事項以外の事項を含めてはならない。 

(a) 原産地に関する申告が第三・十六条２(a)に規定する関税上の特恵待遇の要求の根拠

である場合には、当該原産地に関する申告 

(b) 産品の統一システムの関税分類番号及び用いられた原産性の基準 

(c) 生産工程についての簡潔な記載 

(d) 原産性の基準が特定の生産工程に基づくものである場合には、当該生産工程につい

ての具体的な記載 

(e) 該当する場合には、生産工程において使用された原産材料及び非原産材料について

の記載 

(f) 原産性の基準が「完全に得られるものであること」である場合には、該当する区分（収

穫、採掘、漁ろう、生産された場所等） 

(g) 原産性の基準が価額方式に基づくものである場合には、産品の価額及び生産におい

て使用された全ての非原産材料又は価額の要件の遵守を確保するために適当なとき

は生産において使用された原産材料の価額 

(h) 原産性の基準が重量に基づくものである場合には、産品の重量及び産品に使用され

た関連する非原産材料又は重量の要件の遵守を確保するために適当なときは産品に

使用された原産材料の重量 

(i) 原産性の基準が関税分類の変更に基づくものである場合には、全ての非原産材料の一

覧表であって、当該非原産材料の統一システムの関税分類番号（原産性の基準に基づ

く二桁番号、四桁番号又は六桁番号の様式によるもの）を含むもの 

(j) 第三・十条に規定する変更の禁止に関する規定の遵守に関連する情報 

３ 輸入者は、要求された情報を提供する場合には、確認の目的に関連すると認める他の情

報を追加することができる。 

４ 輸入者は、輸入締約国の税関当局に対し、関税上の特恵待遇の要求が第三・十六条２(a)

に規定する原産地に関する申告に基づくものである場合において、要求された情報がその

全てについて又は一若しくは二以上のデータの要素に関連して輸出者から直接提供され得

るときは、その旨を通報する。 
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５ 関税上の特恵待遇の要求が第三・十六条２(b)に規定する輸入者の知識に基づくもので

ある場合において、確認を行う輸入締約国の税関当局が、１の規定に従って情報の提供を

最初に要求した後、産品の原産品としての資格を確認するために追加の情報が必要である

と認めるときは、当該税関当局は、輸入者に対して情報の提供を要求することができる。

当該税関当局は、適当な場合には、輸入者に対して特定の文書及び情報の提供を要求する

ことができる。 

６ 輸入締約国の税関当局は、関係する産品について確認の結果が出るまでの間関税上の

特恵待遇を与えることを停止することを決定する場合には、適当な予防措置（担保を含む。）

に従うことを条件として、輸入者に対して当該産品の引取りを提案する。関税上の特恵待

遇の停止については、当該産品の原産品としての資格又はこの章に定める他の要件が満た

されていることが輸入締約国の税関当局によって確認された後できる限り速やかに解除

する。 

 

第三・二十二条  

運用上の協力 

１ 両締約国は、この章の規定の適正な適用を確保するため、産品が原産品であるかどうか

及びこの章に定める他の要件を遵守しているかどうかを確認するに当たり、各締約国の

税関当局を通じて協力する。 

２ 関税上の特恵待遇の要求が第三・十六条２(a)に規定する原産地に関する申告に基づく

ものである場合において、確認を行う輸入締約国の税関当局が、前条１の規定に従って

情報の提供を最初に要求した後、産品の原産品としての資格を確認するために追加の情

報が必要であると認めるときは、当該税関当局は、更に、当該産品の輸入の後二年以内

に輸出締約国の税関当局からの情報の提供を要請することができる。当該情報の提供の

要請においては、次に掲げる情報を含めるべきである。 

(a) 原産地に関する申告 

(b) 当該要請を送付する税関当局を特定する事項 

(c) 輸出者の氏名又は名称 

(d) 確認の対象及び範囲 

(e) 該当する場合には、関連する文書 

輸入締約国の税関当局は、輸出締約国の税関当局に対し、当該情報に加えて、適当な場合

には、特定の文書及び情報の提供を要請することができる。 

３ 輸出締約国の税関当局は、自国の法令に従い、記録を検討するため及び産品の生産にお

いて使用された設備を視察するために、証拠の請求を通じて文書を要請し、又は輸出者

の施設を訪問することによって行う審査を要請することができる。 

４ ２に規定する要請を受領した輸出締約国の税関当局は、輸入締約国の税関当局に対し

て次に掲げる情報を提供する。ただし、この４の規定は、５の規定の適用を妨げるもの
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ではない。 

(a) 入手可能な場合には、要請された文書 

(b) 産品の原産品としての資格についての意見 

(c) 審査の対象となっている産品についての記載及びこの章の規定の適用に関連する関

税分類 

(d) 産品の原産品としての資格を裏付けるために十分な生産工程についての記載及び説

明 

(e) 実施された審査の方法についての情報 

(f) 適当な場合には、裏付けとなる文書 

５ 輸出締約国の税関当局は、輸出者が４に規定する情報を秘密のものと認める場合には、

当該情報を輸入締約国の税関当局に提供してはならない。 

６ 一方の締約国は、他方の締約国に対し、自国の税関当局の連絡先の詳細（郵便用宛名及

び電子メールアドレス並びに電話番号及びファクシミリ番号を含む。）を通報し、及びこ

れらの情報に関する変更を当該変更の日の後三十日以内に通報する。 

 

第三・二十四条 

関税上の特恵待遇の否認 

１ 輸入締約国の税関当局は、次のいずれかの場合には、関税上の特恵待遇を与えないこと

ができる。ただし、この１の規定は、３の規定の適用を妨げるものではない。 

(a) 第三・二十一条１の規定に基づく情報の提供の要求が行われた日の後三箇月以内に、 

(i) 回答がない場合 

(ii) 関税上の特恵待遇の要求が第三・十六条２(b)に規定する輸入者の知識に基づくも

のである場合において、提供された情報が、産品が原産品であることを確認するた

めに十分でないとき。 

(b) 第三・二十一条５の規定に基づいて情報の提供の要求が行われた日の後三箇月以内

に、 

(i) 回答がない場合 

(ii) 提供された情報が、産品が原産品であることを確認するために十分でない場合 

２ 輸入締約国の税関当局は、輸入者が産品について関税上の特恵待遇を要求する場合に

おいて、当該輸入者がこの章に定める要件（当該産品の原産品としての資格に関連する

ものを除く。）を満たさないときは、当該産品に関税上の特恵待遇を与えないことができ

る。 

３ 輸入締約国の税関当局は、輸出締約国の税関当局が第三・二十二条４(b)の規定に従っ

て産品の原産品としての資格を確認する意見を提供した場合において、輸入締約国の税

関当局が１の規定に従って関税上の特恵待遇を与えないことを正当とする十分な根拠が

あるときは、輸出締約国の税関当局に対し、当該意見を受領した日の後二箇月以内に、
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関税上の特恵待遇を与えない意思を通報する。その通報が行われた場合において、締約

国の要請があったときは、当該通報が行われた日の後三箇月以内に協議を行う。当該協

議の期間は、個々の場合に応じて両締約国間の相互の合意により延長することができる。

当該協議は、第二十二・三条の規定に基づいて設置される原産地規則及び税関に関連す

る事項に関する専門委員会が定める手続に従って行うことができる。輸入締約国の税関

当局は、当該協議の期間が満了した時に、関税上の特恵待遇を与えないことを正当とす

る十分な根拠のみに基づき、及び輸入者に意見を述べる権利を与えた後に、関税上の特

恵待遇を与えないことができる。 
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２．ガイダンス 

 

序論 

関税上の特恵待遇の要求、その確認及び否認は、特恵原産地規則の適用のための手続上の

ルールの一部である。 

輸入締約国は、輸入者からの要求に基づき、輸出締約国を原産とする産品に対して関税上

の特恵待遇を輸入時に付与する。この要求は、輸出者によって作成された原産地に関する申

告、または輸入者自身の知識に基づく。 

税関輸入申告が確認を受けずに受理された場合、または税関申告の詳細が一度検証され

た後に危険性を評価する方法の結果として確認が開始された場合は、輸入締約国への輸入

時に特恵待遇が付与される。 

関税上の特恵待遇は、各締約国の国内法の範囲において関税の還付または減免の要請を

受けて付与される場合もあるため、「輸入」はより広義で理解されるべきである。EU では、

関税上の特恵待遇の要求は、一般的には当該原産品の自由流通のための税関申告時に行わ

れる。 

 

関税上の特恵待遇は、EU法の範囲において関税の還付または減免の要請を受けて付与され

る場合もあるため、EUは現在、「輸入」をより広義で捉える立場を取っている。EUでは、

関税上の特恵待遇の要求は、一般的には当該原産品の自由流通のための税関申告時に行わ

れる。 

 

確認は、産品の引取り前または引取り後に行われ、関税上の特恵待遇の否認や関税負債

（customs debt）の発生につながる可能性がある （第三・二十一条１）。 

「確認」規定は、特恵待遇の要求が正しいものであることを確認するために、輸入税関当

局が取ることのできる手順を定めている。確認は、輸入者による特恵待遇の要求を受け、危

険性を評価する方法（本ガイダンスではこれ以上取り上げない）により行われる。 

「否認」に関する規定は以下を定める： 

- 関税上の特恵待遇（及び輸入された産品の原産品としての資格）の否認にかかる決定は、

輸入税関当局によりなされること。 

- それぞれの状況において、輸入税関当局が関税上の特恵待遇の否認を決定する前に経

なければならない手順。 

 

要求方法；要求の根拠；根拠により確認の実施方法が決定される 

通関申告のための共通データ要件は、欧州委員会委任規則 2015/24461附属書 B のタイト

                                                        
1 EU関税法典（UCC）の特定の条項に対する詳細なルールに関し、欧州議会・理事会規則 

952/2013 を補足する 2015 年 7 月 28 日付欧州委員会委任規則 2015/2446 
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ルⅠに記載されており、そのフォーマットおよびコードは、欧州委員会実施規則 2015/24472

附属書 B に記載されている。 

 

EUでは、関税上の特恵待遇を要求するためには、商品の自由流通のための通関申告時に、

データ要素（Data Element）4/17（特恵）(Preference)の使用が必須となる。当該データ要素

の下で提供されるべき情報は、日 EU 経済連携協定（EPA）のような特恵貿易協定に基づき

関税上の特恵待遇が要求されるすべての場合において、その最初の桁が「3」、その次の 2 桁

が「00」3となる 3 桁のコードで構成される。 

データ要素 5/16（特恵原産国のコード）(Country of preferential origin code)において、産品

の原産国を示す適切なコード、日本の場合は「JP」を表示することにより、この情報が補足

される。 

さらに、データ要素 2/3（作成文書、証明書および認可、追加の参照資料）(Documents 

produced, certificates and authorisations, additional references)の下で、以下の特定の情報を含め

るものとする： 

・関税上の特恵待遇の要求が「一回限りの輸送のための原産地に関する申告」に基づく場

合は、コード「U110」。 

・関税上の特恵待遇の要求が「同一の産品の二回以上の輸送のための原産地に関する申告」

に基づく場合は、コード「U111」。 

・関税上の特恵待遇の要求が「輸入者の知識」に基づく場合は、コード「U112」。 

要求の根拠、すなわち原産地に関する申告または輸入者の知識のいずれを使用している

かによって、確認の実施方法が決定される。 

 

要求プロセスの一部としての説明の要求 

第三・十六条は、輸入国税関が、輸入者に対して特恵待遇要求の一部として追加的な「説

明」を要求することを認めている。当該情報は従って、確認の前段階で要求される可能性が

ある。 

しかし、EU では、こうした追加的な「説明」は通常、（特恵待遇）要求の審査の一部とし

ては求められない。（当該）情報は、（特恵待遇）要求が危険性の評価基準に基づく確認の対

象に選定された場合に限り、確認手続きの一部として要求されることになる。 

 

日本税関は2019年7月17日、輸入者が当該情報を入手できない場合における、輸入申

告時の原産地に関する申告に関わる産品の原産性の「追加的な説明」の提供要請に

対する簡易手続きを発表した。 

                                                        
2 EU関税法典（UCC）を規定する欧州議会・理事会規則 952/2013 の特定の条項を実施す

るための規定を定める 2015 年 11 月 24 日付欧州委員会実施規則 2015/2447 
3 数字「40」が用いられる最終使用の場合を除く。 
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日本への輸入に関する（関税上の特恵待遇の）要求プロセスにおいて、要求が原産地に関す

る申告に基づく場合で、当該産品が原産品であることを示す追加的な情報を輸入者が入手

できない場合、輸入者が追加的な情報を提供する義務はない。  

 

（原産地に関する申告）2 段階の確認手順 

（特恵待遇）要求が輸出締約国で輸出者により作成された原産地に関する申告に基づく

場合、確認は以下の 2 段階の手順に及ぶ可能性がある： 

 

手順 1：輸入税関当局が輸入者に対して要求するのは、第三・二十一条２のデータの要素の

リストに記載されている情報のみである。輸入税関当局がステップ 2a への移行を必要とす

る可能性のある原産地申告を除き、輸入者が当該情報を提供することは義務付けられず、ま

た輸出者に直接の（第三・二十一条第四項）、または行政協力を通じた（第三・二十二条）

対応を任せることができる。 

 

手順 2a：輸入税関当局が、産品の原産品としての資格を確認するために、原産地に関する

申告に加え、ステップ 1 の下で要求される情報を必要としているが、輸入者または輸出者か

ら提供されない場合、輸入税関当局は輸出税関当局に対して行政協力を要請することがで

きる（第三・二十二条第二項） 

 

（輸入者の知識）2 段階の確認手順 

（特恵待遇）要求が輸入者の知識に基づく場合、確認は以下の 2 段階の手順に及ぶ可能性

がある： 

 

手順 1：輸入税関当局が輸入者に対して要求するのは、第三・二十一条２のデータの要素リ

ストに記載されている情報のみである。 

 

手順 2b：輸入税関当局が、産品の原産品としての資格を確認するためにより多くの情報を

必要とする場合、ステップ 1 に続いて、輸入締約国は追加の詳細を提供するよう輸入者に対

して要求することができる（第三・二十一条５）。輸出締約国内の輸出者が特定されないた

め、輸入税関当局は輸出税関当局に対して行政協力を要請することはできない（第三・二十

二条２）。 

 

輸入税関当局と輸出者との間に直接の関係はない 

輸入税関当局は、要求が原産地に関する申告に基づく場合に限り、かつ、輸出税関当局へ

の要請を通じて以外、輸出締約国においていかなる確認の活動も行ってはならない。輸入税
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関当局から輸出者への直接の情報要求、または輸出者の施設への訪問への参加は、確認手続

きの一環としては実行できない。 

 

手順 1 の理由 

確認プロセスにおける最初の手順を導入する理由は以下の通りである。 

a) 関税上の特恵待遇の要求の後に輸入締約国の税関当局が輸入者に対して取る可能性のあ

るアプローチの足並みが揃うよう、両締約国による輸入者の平等な取り扱いを保証する； 

b) 産品の原産品としての資格の決定に関して厳密に必要とされている以上の情報が輸入者

に対して要求されないことを保証する；そして 

c) 輸出者が作成した原産地に関する申告を使用する輸入者は、特恵待遇の要求の正当性を

立証するためのさらなる補足情報を取得するためには、その商業的関係に依存している

という、輸入者と輸出者との間の新たな結びつきを反映するものとなる。商取引のその

他の要素に関して、輸入者（買い手）と輸出者（売り手）との間の関係は信頼に基づい

ており、これは今や原産地に関する申告が対象とする産品の原産品としての資格の要素

にも及ぶ。 

 

（原産地に関する申告）輸出者が輸入者に情報を提供する義務はない 

情報の提供を要求された輸入者は輸入（国）税関当局にこの情報を提供することができる。

しかしながら、輸入者（買い手）と輸出者（売り手）との間の契約上の義務は別として、確

認手順１の下で輸入者が輸入税関当局から情報を提供するよう要求された場合でも（ただ

しその対応は義務ではない）、第三章（原産地規則及び原産地手続）は輸出者が輸入者に対

して情報を提供するいかなる義務も含まないとしている。 

 

輸入者（買い手）と輸出者（売り手）との間の契約上の義務は別として、手順 1 の下で輸

入者が輸入税関当局から情報を提供するよう要求された場合でも（ただしその対応は義務

ではない）、第三章は輸出者が輸入者に対して情報を提供する義務を含んでいない。 

それでもなお、輸出者が輸入者からの要求に直面し、確認のプロセスにおけるこの段階に

おいて情報を提供しようとする場合、当該輸出者は、要求されている情報（のすべて、ある

いは関連する 1 つ以上のデータ要素）を輸入者に提供するか、または輸入税関当局に直接提

供するかのいずれによって対応するかを選択することができる。確認プロセスの手順１の

要求を受け情報を提供することで、手順２a の一環である輸入税関当局による行政協力の要

請の後、当該情報の要求を輸出者側の（輸出）税関当局から受けることが回避される。 

輸入者は最低限、要求の手順の一環として提供済でない限り、関税上の特恵待遇の要求の

根拠となる原産地に関する申告を輸入税関当局に提供すべきである。（第三・十六条４） 

 

（輸入者の知識）手順 1 で輸入者が輸入税関当局へ情報を提供する義務 
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「輸入者の知識」の場合、輸入者は、産品が原産品であり、第三章の要件を満たしている

ことを証明できなければならない。これは必ずしも、（特恵待遇の）要求時点ですべての情

報が、輸入者が有する記録のうちに揃っていなければならないという意味ではない。第三・

二十一条１に準ずる情報の要求に基づき、輸入者は否認までの 3 ヵ月の期限内に必要な情

報をまとめられるようにすべきである（第三・二十四条１(a)を参照のこと）。 

産品が原産品であり、かつ第三章において規定される要件を満たすことを証明するすべ

ての情報はアクセス可能であるべきであることから、輸入者には要求のあった情報を輸入

税関当局に提供する義務がある。これに従わない場合、関税上の特恵待遇が否認され、必要

に応じて行政措置または制裁措置が取られることになる。 

 

（原産地に関する申告）手順 2a：行政協力の要請 

前述のように、輸入税関当局は輸出締約国においていかなる確認の活動も行ってはなら

ない。輸出締約国での確認は、税関当局間の行政協力を通じてのみ実施可能である。 

輸入税関当局による輸出税関当局への行政協力の要請は、輸入者への情報の要求（手順 1）

の後、産品の原産品としての資格を確認するために追加情報を必要とする場合に限り可能

である。 

輸出税関当局はまた、原産地に関する申告を作成する輸出者の法的資格を確認するよう

要請を受ける場合がある。行政協力の要請は、関税上の特恵待遇の要求が原産地に関する申

告に基づいている場合に限り可能となる。 

 

EUのREXシステムの下で、輸出税関当局は原産地に関する申告を作成する輸出者の法的資

格を確認する要請を受ける場合もある。行政協力の要請は、関税上の特恵待遇の要求が原産

地に関する申告に基づいている場合に限り可能である。 

 

手順 2a：2 年以内の行政協力の要請 

輸入税関当局による輸出税関当局への要請は、当該産品の輸入から 2 年の期間内にのみ

行うことができる。 

 

手順 2a：輸出税関当局に対する輸出者の権利と義務 

要請を受けた輸出税関当局は、原産地に関する申告を作成した輸出者に対して、原産地に

関する申告に記載されている産品の原産品としての資格に関する書類および根拠の提供を

要求することができる。また、原産品に関連して保持されている記録を再検討するために、

当該施設を訪問し、原産品が生産された製造設備を視察することができる。 

要求を受けた輸出者は、確認において輸出税関当局に協力する義務を負うが、情報の要請

への回答の際に、輸出税関当局が輸入税関当局に対して提供しようとするすべての情報を

見直す権利を有する。輸出者はその後、秘密とみなされる情報が輸入税関当局に提出されな
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いよう決定することができる。 

 

輸出税関当局の意見のための機密情報の使用 

輸出者が秘密だと考える情報は、第三・二十二条４(b)の下で提供される輸出関税当局の

意見に使用される可能性が依然としてある。その場合、輸出税関当局は、確認（書類の検討、

訪問など）の後、当該産品は締約国原産品としてみなされ、第三章のその他の要件を満たす

と考えられる（あるいは考えられない）という旨の意見を述べることができる。意見の一部

として、確認の調査結果および事実を提示することができるが、それは輸出者によって許可

されたものに限られる（秘密情報の取扱いに関するガイダンスを参照のこと）。 

 

輸出税関当局が産品の原産性を確認する意見を提供した場合で、輸入税関当局が関税上の

特恵待遇を否認するのに十分な正当性を有している場合、輸入税関当局は関税上の特恵待

遇を否認する意図を輸出関税当局に通知しなければならない。当該通知がなされた場合に

は、輸出締約国または輸入締約国のいずれかの要請に基づき、協議されなければならない。 

 

追加情報の要求（輸入者の知識） 

手順 2b 

輸入税関当局による輸入者への追加情報の要求は、輸入者への情報の要求（手順 1）の後、

産品の原産品としての資格を確認するために追加情報を必要とする場合にのみ可能である。 

 

日 EU・EPA の下での特恵の否認 

日 EU・EPA は、輸入税関当局が関税上の特恵待遇を否認することができるようになる正

確な期限と条件を規定している。否認に関する規定（第三・二十四条）は、輸入税関当局が

関税上の特恵待遇の否認するための法的根拠を提供するケースを、それぞれの段階で定義

することにより、確認プロセスにおいて輸入当局が取るべき手順を反映している。 

 

「十分でない」とは何か？ 

情報の要求の後に回答がない場合、または提供された情報が、当該産品の原産性の資格を

確認するために「十分でない」場合、輸入税関当局は関税上の特恵待遇を否認することが可

能となる。「十分でない」という用語はそれ以上定義されていないが、輸入税関当局がさら

に確定するためには、（合理的に）不十分であるという意味だと見なされる必要がある。「十

分」という用語は、特恵関税付与の否認に関連する EU 関税法典実施規則4の第百七条２(c)(ⅱ)

において同様の状況で使用されている。 

 

                                                        
4 EU関税法典（UCC）を規定する欧州議会・理事会規則 952/2013 の特定の条項を実施す

るための規定を定める 2015 年 11 月 24 日付欧州委員会実施規則 2015/2447 
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情報の要求後の輸入者の回答 

手順 1（原産地に関する申告） 

輸入税関当局は、輸入者が、第三・二十一条２に続く情報の要求を受けても、原産地に関

する申告以外の情報を提供していない時点で、関税上の特恵待遇を拒否してはならない。こ

の場合、追加情報が必要であることを考慮して、輸入税関当局から輸出税関当局への行政協

力の要請とともに確認を継続5することができる。 

期限 

輸入税関当局がその期間の経過後、関税上の特恵待遇を否認することができるようにな

る期限： 

手順 1：輸入者に対して情報の要求がなされてから 3 ヵ月後。 

手順 2a：輸出税関当局に対して行政協力を行うよう要請がなされてから 10ヵ月後。ただし、

輸出税関当局が第三・二十二条４(b)に従って産品の原産品としての資格を確

認する意見を提供した場合を除く。 

手順 2b：輸入者に対して追加情報の要求がなされてから 3 ヵ月後。 

  

                                                        
5 輸入税関当局はまた、回答が提供する情報が不十分な場合であっても、特恵処理を与え

ることを決定することがある。（例えば、確認のための選定が無作為抽出によって行われ

た場合） 
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